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文化審議会関係法令等 
 

 
○文部科学省設置法（平成十一年法律第九十六号）（抜粋） 
 
（文化審議会） 
第二十一条 文化審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。 
一 文部科学大臣又は文化庁長官の諮問に応じて文化の振興その
他の文化に関する施策の総合的な推進並びに国際文化交流の振
興（学術及びスポーツの振興に係るものを除く。）及び博物館
による社会教育の振興に関する重要事項（第三号に規定するも
のを除く。）を調査審議すること。 

二 前号に規定する重要事項に関し、文部科学大臣又は文化庁長
官に意見を述べること。 

三 文部科学大臣又は文化庁長官の諮問に応じて国語の改善及び
その普及に関する事項を調査審議すること。 

四 前号に規定する事項に関し、文部科学大臣、関係各大臣又は
文化庁長官に意見を述べること。 

五 文化芸術基本法（平成十三年法律第百四十八号）第七条第三
項、展覧会における美術品損害の補償に関する法律（平成二十
三年法律第十七号）第十二条第二項、著作権法（昭和四十五年
法律第四十八号）、万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特
例に関する法律（昭和三十一年法律第八十六号）第五条第四項、
著作権等管理事業法（平成十二年法律第百三十一号）第二十四
条第四項、文化財保護法第百五十三条及び文化功労者年金法（昭
和二十六年法律第百二十五号）第二条第二項の規定によりその
権限に属させられた事項を処理すること。 

２ 文化審議会の委員その他の職員で政令で定めるものは、文部科
学大臣が任命する。 

３ 前二項に定めるもののほか、文化審議会の組織及び委員その他
の職員その他文化審議会に関し必要な事項については、政令で定
める。 

 
   附 則 

（文化審議会の所掌事務の特例） 
３ 文化審議会は、第二十一条に定める事務をつかさどるほか、当

分の間、文化財保護法附則第四条第二項の規定によりその権限に
属させられた事項を処理する。 

参考資料１ 
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○文化審議会令（平成十二年政令第二百八十一号） 
 
  （組織） 
第一条 文化審議会（以下「審議会」という。）は、委員三十人以

内で組織する。         
２ 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるとき

は、臨時委員を置くことができる。 
３ 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専

門委員を置くことができる。 
 
  （委員等の任命） 
第二条 委員は、学識経験のある者のうちから、文部科学大臣が任

命する。  
２ 臨時委員は、当該特別の事項に関し学識経験のある者のうちか

ら、文部科学大臣が任命する。 
３ 専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちか

ら、文部科学大臣が任命する。 
 
  （委員の任期等） 
第三条 委員の任期は、一年とする。ただし、補欠の委員の任期は、

前任者の残任期間とする。  
２ 委員は、再任されることができる。 
３ 臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査

審議が終了したときは、解任されるものとする。                                                  
４  専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査

が終了したときは、解任されるものとする。                                          
５ 委員、臨時委員及び専門委員は、非常勤とする。 
 
  （会長） 
第四条 審議会に、会長を置き、委員の互選により選任する。  
２ 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。 
３ 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、そ

の職務を代理する。 
 
  （分科会） 
第五条 審議会に、次の表の上欄に掲げる分科会を置き、これらの

分科会の所掌事務は、審議会の所掌事務のうち、それぞれ同表の
下欄に掲げるとおりとする。 

   名  称 所 掌 事 務 

国語分科会 
 国語の改善及びその普及に関する事項を調査審議するこ

と。 

著作権分科会 

一 著作者の権利、出版権及び著作隣接権の保護及び利用

に関する重要事項を調査審議すること。 

二 著作権法（昭和四十五年法律第四十八号）、万国著作

権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律（昭和
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三十一年法律第八十六号）第五条第四項及び著作権等管

理事業法（平成十二年法律第百三十一号）第二十四条第

四項の規定により審議会の権限に属させられた事項を処

理すること。 

文化財分科会 

一 文化財の保存及び活用に関する重要事項を調査審議す

ること。 

二 文化財保護法（昭和二十五年法律第二百十四号）第百

五十三条の規定により審議会の権限に属させられた事項

を処理すること。 

文化功労者 
選考分科会 

 文化功労者年金法（昭和二十六年法律第百二十五号）第

二条第二項の規定により審議会の権限に属させられた事

項を処理すること。 

２ 前項の表の上欄に掲げる分科会に属すべき委員、臨時委員及び
専門委員は、文部科学大臣が指名する。 

３ 分科会に、分科会長を置き、当該分科会に属する委員の互選に
より選任する。 

４ 分科会長は、当該分科会の事務を掌理する。 
５ 分科会長に事故があるときは、当該分科会に属する委員のうち

から分科会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。 
６ 審議会は、その定めるところにより、分科会の議決をもって審

議会の議決とすることができる。 
 
  （部会） 
第六条 審議会及び分科会は、その定めるところにより、部会を置

くことができる。 
２ 部会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、会長（分科会

に置かれる部会にあっては、分科会長）が指名する。 
３ 部会に、部会長を置き、当該部会に属する委員の互選により選

任する。 
４ 部会長は、当該部会の事務を掌理する。 
５ 部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員又は臨時委

員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理
する。 

６ 審議会（分科会に置かれる部会にあっては、分科会。以下この
項において同じ。）は、その定めるところにより、部会の議決を
もって審議会の議決とすることができる。 

 
 （議事） 
第七条 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が

出席しなければ、会議を開き、議決することができない。 
２ 審議会の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に

出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、会長の決する
ところによる。 

３ 前二項の規定は、分科会及び部会の議事について準用する。 
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 （資料の提出等の要求） 
第八条 審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認め

るときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、
説明その他必要な協力を求めることができる。 

 
  （庶務） 
第九条  審議会の庶務は、文化庁企画調整課において総括し、及び

処理する。ただし、国語分科会に係るものについては文化庁国語
課において、著作権分科会に係るものについては文化庁著作権課
において、文化財分科会に係るものについては文化庁文化財第一
課において、文化功労者選考分科会に係るものについては文部科
学省大臣官房人事課において処理する。 

 
  （雑則） 
第十条 この政令に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の

運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。 
  
   附  則 
１ この政令は、平成十三年一月六日から施行する。 
２  文化財分科会は、第五条第一項に定める事務をつかさどるほ

か、当分の間、文化財保護法附則第四条第二項の規定により審議
会の権限に属させられた事項を処理する。 
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○文化審議会運営規則（平成二十三年六月一日文化審議会決定） 
 
 文化審議会令（平成十二年政令第二百八十一号）第十条の規定に

基づき、文化審議会運営規則を次のように定める。 
 
 （総則） 
第一条 文化審議会（以下「審議会」という。）の議事の手続その

他審議会の運営に関し必要な事項は、文化審議会令（以下「令」
という。）に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。 

 
  （会議の招集） 
第二条 審議会の会議は、必要に応じ、会長が招集する。 
２ 前項の場合において、会長は、審議会の会議を開く暇がなく、

合議によらないことをもって審議会の運営に特段の支障を生ず
るおそれがないと認めるときその他正当な理由があると認める
ときは、持ち回り審議とすることができる。 

  
  （分科会） 
第三条 分科会の会議は、必要に応じ、分科会長が招集する。 
２ 令第五条第六項の規定に基づき、次の表の上欄に掲げる分科会

の所掌事務のうち、それぞれ同表の下欄に掲げる事項について
は、当該分科会の議決をもって審議会の議決とする。ただし、審
議会が必要と認めるときは、この限りではない。 
分  科  会 事      項 

国語分科会 
国語の改善及びその普及に関する事項を調査審議すること

（特に重要な事項を除く。）。 

著作権分科会 

一 著作者の権利、出版権及び著作隣接権の保護及び利用 

に関する重要事項を調査審議すること（特に重要な事項 

を除く。）。 

二 著作権法（昭和四十五年法律第四十八号）、万国著作

権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律（昭和

三十一年法律第八十六号）第五条第四項及び著作権等管

理事業法（平成十二年法律第百三十一号）第二十四条第

四項の規定により審議会の権限に属させられた事項を処

理すること。 

文化財分科会 

一 文化財の保存及び活用に関する重要事項を調査審議す 

ること（特に重要な事項を除く。）。 

二 文化財保護法（昭和二十五年法律第二百十四号）第百 

五十三条の規定により審議会の権限に属させられた事項 

を処理すること。 

文化功労者 
選考分科会 

文化功労者年金法（昭和二十六年法律第百二十五号）第二

条第二項の規定により審議会の権限に属させられた事項

を処理すること。 
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３ 前項の表の下欄に掲げるもののほか、同項の表の上欄に掲げる
分科会の所掌事務のうち、それぞれ審議会があらかじめ定める事
項については、当該分科会の議決をもって審議会の議決とする。 

４ 前二項に規定する事項について分科会が議決したときは、分科
会長は、速やかに、会長にその議決の内容を報告しなければなら
ない。 

５ 前各項に定めるもののほか、分科会の議事の手続その他分科会
の運営に必要な事項は、分科会長が分科会に諮って定める。 

 
  （部会） 
第四条 部会の名称及び所掌事務は、会長（分科会に置かれる部会

にあっては、分科会長。以下この条において同じ。）が審議会（分
科会に置かれる部会にあっては、分科会。以下この条において同
じ。）に諮って定める。 

２ 部会の会議は、必要に応じ、部会長が招集する。 
３ 令第六条第六項の規定に基づき、審議会があらかじめ定める事

項については、部会の議決をもって審議会の議決とする。 
４ 前項に規定する事項について部会が議決したときは、部会長

は、速やかに、会長にその議決の内容を報告しなければならない。 
５ 前各項に定めるもののほか、部会の議事の手続その他部会の運

営に関し必要な事項は、部会長が部会に諮って定める。 
 
  （会議の公開） 
第五条 審議会の議事は公開して行う。ただし、特別の事情により

審議会が必要と認めるときは、この限りでない。 
２ 審議会の会議の公開の手続その他審議会の会議の公開に関し

必要な事項は、別に会長が審議会に諮って定める。 
 
  （雑則） 
第六条 この規則に定めるもののほか、審議会の議事の手続その他

審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定め
る。 

 
   附 則 
 （施行期日） 
第一条 この規則は、審議会の決定の日（平成二十三年六月一日）

から施行する。 
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○文化審議会著作権分科会運営規則 
（令和七年五月十六日文化審議会著作権分科会決定） 

 
 文化審議会令（平成十二年政令第二百八十一号）第十条及び文化

審議会運営規則（平成二十三年六月一日文化審議会決定）第三条
第五項の規定に基づき、文化審議会著作権分科会運営規則を次の
ように定める。 

  
 （総則） 
第一条 文化審議会著作権分科会（以下「分科会」という。）の議

事の手続きその他分科会の運営に関し必要な事項は、文化審議会
令及び文化審議会運営規則に定めるもののほか、この規則の定め
るところによる。 

 
（部会） 
第二条 分科会に、使用料部会（以下「部会」という。）を置き、

その所掌事務は、分科会の所掌事務のうち、次に掲げる事項を処
理することとする。 

 一 著作権法（昭和四十五年法律第四十八号）第三十三条第二項
（同条第四項において準用する場合を含む。）、第三十三条の
二第二項又は第三十三条の三第二項（これらの規定を同法第百
二条第一項において準用する場合を含む。）の算出方法に関す
る事項 

 二 著作権法第六十七条第一項、第六十七条の二第五項若しくは
第六項（これらの規定を同法第百三条において準用する場合を
含む。）、第六十八条第一項又は第六十九条第一項の補償金の
額に関する事項 

 三 著作権法第九十三条の三第八項（法第九十四条第四項、第九
十四条の三第四項及び第九十六条の三第四項において準用す
る場合を含む。）の報酬又は補償金の額に関する事項 

 四 著作権法第九十五条第十一項（同法第九十七条第四項におい
て準用する場合を含む。）の二次使用料の額に関する事項 

 五 著作権法第九十五条の三第四項及び第六項並びに第九十七
条の三第五項（同条第七項において準用する場合を含む。）に
おいて準用する同法第九十五条第十一項の規定による報酬又
は使用料の額に関する事項 

 六 著作権法第百四条の六第一項の私的録音録画補償金の額の
認可に関する事項 

 七 著作権法第百四条の八第一項の著作権及び著作隣接権の保
護に関する事業並びに著作物の創作の振興及び普及に資する
事業のために支出しなければならない私的録音録画補償金の
額の割合に関する事項 

 八 著作権法第百四条の十の四第一項の図書館等公衆送信補償
金の額の認可に関する事項 

 九  著作権法第百四条の十の六第一項の著作権、出版権及び著作
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隣接権の保護に関する事業並びに著作物の創作の振興及び普
及に資する事業のために支出しなければならない図書館等公
衆送信補償金の額の算出方法に関する事項 

 十 著作権法第百四条の十三第一項の授業目的公衆送信補償金
の額の認可に関する事項 

十一 著作権法第百四条の十五第一項の著作権及び著作隣接権
の保護に関する事業並びに著作物の創作の振興及び普及に資
する事業のために支出しなければならない授業目的公衆送信
補償金の額の算出方法に関する事項 

十二 著作権法第百四条の二十二第一項の著作権及び著作隣接
権の保護に関する事業並びに著作物等の利用の円滑化及び創
作の振興に資する事業のために支出しなければならない補償
金及び担保金の額の算出方法に関する事項 

十三 著作権法第百四条の三十五第一項の確認等事務の実施に
関する規程の認可に関する事項 

 十四 著作権等管理事業法（平成十二年法律第百三十一号）第二
十四条第一項の使用料規程についての裁定に関する事項 

 十五 万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法
律（昭和三十一年法律第八十六号）第五条第一項ただし書の補
償額の認可に関する事項 

２ 前項の規定は、分科会長が特に必要であると認める場合におい
て、分科会が前項に掲げる事項を自ら処理することを妨げない。 

３ 文化審議会運営規則第四条第三項の規定に基づき、次の各号に
掲げる事項については、部会の議決をもって分科会の議決とす
る。ただし、第二号から第五号までに掲げる事項にあっては分科
会長が重要であると認めるときは、この限りでない。 
一 著作権法第六十七条第一項、第六十七条の二第五項若しくは   

第六項（これらの規定を同法第百三条において準用する場合を
含む。）、第六十八条第一項又は第六十九条第一項の補償金の
額に関する事項 

二 著作権法第九十三条の三第八項（第九十四条第四項、第九十
四条の三第四項及び第九十六条の三第四項において準用する
場合を含む。）の報酬又は補償金の額に関する事項 

三 著作権法第九十五条第十一項（同法第九十七条第四項にお   
いて準用する場合を含む。）の二次使用料の額に関する事項 

 四 著作権法第九十五条の三第四項及び第六項並びに第九十七
条の三第五項（同条第七項において準用する場合を含む。）に
おいて準用する同法第九十五条第十一項の規定による報酬又
は使用料の額に関する事項 

 五 著作権法第百四条の三十五第一項の確認等事務の実施に関
する規程の認可に関する事項 

 六 万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律
第五条第一項ただし書の補償額に関する事項 

 
 （小委員会） 
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第三条 分科会長は、特定の事項を審議するため必要があると認め
るときは、分科会に小委員会を置くことができる。 

２ 小委員会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、分科会長
が指名する。 

３ 小委員会に、主査を置き、当該小委員会に属する委員、臨時委
員及び専門委員の互選により選任する。 

４ 主査は、当該小委員会の事務を掌理する。 
５ 主査に事故があるときは、当該小委員会に属する委員、臨時委

員及び専門委員のうちから主査があらかじめ指名する者が、その
職務を代理する。 

６ 小委員会は、当該小委員会に属する委員、臨時委員及び専門委
員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができ
ない。 

７ 小委員会の議事は、当該小委員会に属する委員、臨時委員及び
専門委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のとき
は、主査の決するところによる。 

８ 主査は、当該小委員会における審議の経過及び結果を分科会に
報告するものとする。 

 
 （会議の公開） 
第四条 分科会の議事は公開して行う。ただし、特別の事情により

分科会が必要と認めるときは、この限りでない。 
２ 分科会の会議の公開の手続きその他分科会の会議の公開に関

し必要な事項は、別に分科会長が分科会に諮って定める。 
 
 （利害関係を有する委員の取扱い） 
第五条 議事について特別の利害関係を有する委員は、その議事に

加わることができないものとする。また、委員は議事の当事者と
その議事に関し個別に接触してはならないものとする。 

 
 （雑則） 
第六条 この規則に定めるもののほか、分科会の議事の手続きその

他分科会の運営に関し必要な事項は、分科会長が分科会に諮って
定める。 

 
   附 則 
第一条 この規則は、分科会の決定の日（令和七年五月十六日）から施
行する。 

２ 前項の施行日から著作権法の一部を改正する法律（令和五年法
律第三十三号）の施行の日（令和五年五月二十六日から起算して
三年を超えない範囲内において政令で定める日）の前日までの間
における本運営規則第二条第一項第二号及び同条第三項第一号
の規定の適用については、第二条第一項第二号中「著作権法」と
あるのは「著作権法の一部を改正する法律（令和五年法律第三十
三号）による改正後の著作権法（以下「新法」という。）」と、
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同条第三項第一号中「著作権法」とあるのは「新法」とする。 
３ 第一項の施行日から著作権法の一部を改正する法律（令和五年

法律第三十三号）附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日（令
和五年五月二十六日から起算して二年六月を超えない範囲内に
おいて政令で定める日）の前日までの間における本運営規則第二
条第一項第十二号及び第十三号並びに同条第三項第五号の規定
の適用については、同条第一項第十二号及び第十三号並びに同条
第三項第五号中「著作権法」とあるのは「新法」とする。 
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○文化審議会著作権分科会の議事の公開について 

（平成二十四年三月二十九日文化審議会著作権分科会決定） 
（令和元年七月五日文化審議会著作権分科会改訂） 

（令和五年六月三十日文化審議会著作権分科会改訂） 
（令和七年五月十六日文化審議会著作権分科会改訂） 

 
 文化審議会著作権分科会の議事（使用料部会及び小委員会の議事

を含む。）の公開については、文化審議会著作権分科会運営規則
（令和七年五月十六日文化審議会著作権分科会決定）第４条第１
項に定めるもののほか、下記により取り扱うものとする。 

 
 （会議の公開） 
１．会議は、公開とする。ただし、次の（１）から（３）の案件を

審議する場合を除く。 
（１）分科会長（使用料部会の場合においては部会長、小委員会の

場合においては主査とする。以下同じ。）の選任その他人事に係
る案件 

（２）使用料部会の調査審議事項に係る案件 
（３）上記のほか、分科会長が、公開することにより公平かつ中立

な審議に著しい支障を及ぼすおそれがあると認める案件その他
正当な理由があると認める案件 

 
２．会議の日時、場所及び議事を原則として会議開催日の１週間前

の日（１週間前の日が行政機関の休日（以下「閉庁日」という。）
の場合は、その直前の行政機関の休日でない日）とする。）まで
に文化庁ホームページに掲載するとともに文部科学省大臣官房
総務課広報室に掲示する。 

 
 （会議の傍聴） 
３．会議の傍聴は、以下のとおりとする。 
（１）報道関係傍聴者 
  （社）日本新聞協会加盟社及びこれに準ずる報道機関から派遣

された記者については、会議開催日の３日前（その期間中に閉庁
日がある場合においては、その閉庁日を除く。）の日の１７時ま
でに文化庁著作権課（以下「事務局」という。）に登録する。た
だし、原則として各所属社につき１名に限り、傍聴を認めるもの
とする。 

（２）委員関係者、各府省関係者 
     委員関係者、各府省関係者については、会議開催日の３日前（そ
の期間中に閉庁日がある場合においては、その閉庁日を除く。）
の日の１７時までに事務局に申し込みを行うものとする。ただ
し、委員関係者及び各府省関係者の陪席は、原則各１名とする。 

（３）一般傍聴者 
  上記（１）（２）以外の者については、会議開催日の３日前（そ
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の期間中に閉庁日がある場合においては、その閉庁日を除く。）
の日の１７時までに事務局に申し込みを行うものとする。ただ
し、事務局は申し込み者が多数の場合、傍聴を制限することがで
きる。傍聴は、原則として申し込み順とする。 

 
４．本分科会（使用料部会及び小委員会を含む。）の議事について

は、分科会長の判断により、会議の傍聴を認めることに代えて、
事前に登録した者に対するインターネットを通じた生配信によ
って公開することができるものとする。 

 
５．分科会長が許可した場合を除き、会議開始後の入室、撮影、録

画、録音その他の議事進行の妨げとなる行為は禁止する。 
 
６．傍聴者が会議の進行を妨げていると分科会長が判断した場合に

は、退場を命ずるなど必要な措置をとることができる。 
 
 （議事録の公開） 
７．議事録は、原則として、発言者名を付して公開する。ただし、

分科会長は、公開することにより公平かつ中立な審議に著しい支
障を及ぼすおそれがあると認めるときその他正当な理由がある
と認めるときは、議事録の全部又は一部を非公開とすることがで
きる。 

 
８．前項の規定により議事録の全部又は一部を非公開とする場合に

は、分科会長は非公開とした部分について議事要旨を作成し、こ
れを公開するものとする。 

 
 （会議資料の公開）                             
９．会議資料は公開とする。ただし、分科会長は、公開することに

より公平かつ中立な審議に著しい支障を及ぼすおそれがあると
認めるときその他正当な理由があると認めるときは、会議資料の
全部又は一部を非公開とすることができる。 

 

 
 
 


